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（介護予防）共用型指定認知症対応型通所介護 

 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して共用型指定認知症対応型通所介護サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 仙台白百合会 

（２）法人所在地     仙台市泉区本田町２０番１５号 

（３）電話番号       ０２２－２１８－３００８ 

（４）代表者氏名     理 事 長   菅 原 節 雄 

（５）開所年月       平成１６年 ３月 １日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    共用型指定認知症対応型通所介護事業所 

令和元年 １０月 １日指定  仙台市 ０４７５５００７６５号 

（２）事業所の目的    利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日

常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより、利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持、その家族の身体

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市指定 第０４７５５００７６５号） 
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的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（３）事業所の名称    グループホームさちの家 デイサービス 

（４）事業所の所在地  仙台市泉区本田町２０番７号 

（５）電話番号       ０２２－２１８―３０２４ 

（６）管理者氏名     土井 威 

（７）当事業所の運営方針 

  ① 利用者が快適で安心して安全に過ごせるような環境作りと、環境美化に配慮し、 

     利用者の個別性の尊重とニーズに応じた生活支援を行い、地域住民の一員として自 

     宅で生活できるよう努める。 

  ② 利用者と適切なコミュニケーションを図るとともに、利用者のニーズに応じた通 

     所介護計画を作成し実施する。 

  ③ 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的か 

     つ効率的なサービスの提供に努める。 

  ④ 地域社会への貢献活動をすすめ、当事業所のもてる機能を積極的に地域に還元し、 

     地域福祉の発展に寄与する。 

（８）開設年月      令和元年 １０月 １日 

（９）利用定員          ３人 

(１０)同事業所で提供するサービス 

  【（介護予防）共用型指定認知症対応型通所介護事業】 

  ・通所介護型サービス   令和元年１０月１日指定  仙台市０４７５５００７６５号 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  仙台市（泉区、青葉区、宮城野区） 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日（元日休み） 

営業時間（通常） ９時３０分～１５時００分 

サービス提供時間 ９時３０分～１５時００分 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を

配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 配置人数 指定基準 

１．管理者 （兼務）１名 １名 

２．看護師 （非常勤） （兼務） １名 １名 

３．介護職員（常勤） (兼務２名)７名 １名 

  介護職員（非常勤） ２名  

５．事務職員 (兼務) １名 １名 

６、管理栄養士 （兼務）１名 １名 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（９割もしくは※８割・７割）が介護保険から給付

されます。 

<サービスの概要>   

① 入浴 

・入浴は毎日行います。車椅子の方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

・身体の状況などで入浴出来ない時は清拭を行います。  

② 排泄 

・ご契約者の排泄の介助を行います。  

③ 個別の機能訓練 

・ご契約者の心身等の状況に応じて、運動の指導や訓練を実施します。 

④ 生活指導 

   ・利用者が快適にセンターを利用できるよう支援するとともに、安定した日常生活が続くように相

談・指導します。 

⑤ 健康状態の確認 

  ・血圧・脈拍等の継続的な測定を行い、一般的な健康状態の観察、利用登録時における医師意見等

の確認をします。 

⑥ コミュニケーション 

  ・個別の声がけをはじめ、利用者全員のお茶のみ話など、気軽に会話・コミュニケーションができ

るように側面から援助します。 

⑦ 創作活動 

  ・簡単な手作り遊びを工夫して、楽しみながら指先訓練になるように計画的プログラムのもとに実

施します。 

⑧ レクリエーション 

  ・利用者の心身状態に応じた種目を考案し、ゲームをしながら動作訓練になるよう支援します。 

⑨ 送迎サービス 

  ・利用者の自宅とセンター間を安全・快適に往復できるよう、職員が運転する専用車で送迎します。 
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<サービス利用料金（１回あたり）> 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除い

た金額（自己負担額）をお支払い下さい(表の介護費用計は自己負担額です)。 

 

【１割負担】 

入浴介助 サービス体制強化Ⅰ

要支援１ 412 40 22 490 400 890

要支援２ 435 40 22 514 400 914

要介護１ 444 40 22 523 400 923 ※１

要介護２ 459 40 22 539 400 939 ＋
要介護３ 476 40 22 556 400 956

要介護４ 492 40 22 573 400 973

要介護５ 509 40 22 590 400 990 ※２

※1　介護職員処遇改善加算Ⅰ（10．4％）・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（3.1％）

・・・当月利用単位数×0.104(加算率10.4％)×10.33（1単位の単価）の１割の金額

・・・当月利用単位数×0.031(加算率3.1％)×10.33（1単位の単価）の１割の金額

※２　介護職員等ベースアップ等支援加算（2.3％）

・・・当月利用単位数×0.023(加算率2.3％)×10.33（1単位の単価）の１割の金額

合計（円）
①介護職員処

遇改善加算Ⅰ

②介護職員等

特定処遇改善

加算Ⅰ

③介護職員等

ベースアップ

等支援加算

認知症対応型通所

介護費Ⅱ(単位)

加算（単位） 介護費用計

（円）

食事費

（円）

 

 

【２割負担】 

入浴介助 サービス体制強化Ⅰ

要支援１ 412 40 22 980 400 1,380

要支援２ 435 40 22 1,027 400 1,427

要介護１ 444 40 22 1,046 400 1,446 ※１

要介護２ 459 40 22 1,077 400 1,477 ＋
要介護３ 476 40 22 1,112 400 1,512

要介護４ 492 40 22 1,145 400 1,545

要介護５ 509 40 22 1,180 400 1,580 ※２

※1　介護職員処遇改善加算Ⅰ（10．4％）・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（3.1％）

・・・当月利用単位数×0.104(加算率10.4％)×10.33（1単位の単価）の2割の金額

・・・当月利用単位数×0.031(加算率3.1％)×10.33（1単位の単価）の2割の金額

※２　介護職員等ベースアップ等支援加算（2.3％）

・・・当月利用単位数×0.023(加算率2.3％)×10.33（1単位の単価）の2割の金額

合計（円）
①介護職員処

遇改善加算Ⅰ

②介護職員等

特定処遇改善

加算Ⅰ

③介護職員等

ベースアップ

等支援加算

認知症対応型通所

介護費Ⅱ(単位)

加算（単位） 介護費用計

（円）

食事費

（円）
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【３割負担】 

入浴介助 サービス体制強化Ⅰ

要支援１ 412 40 22 1,469 400 1,869

要支援２ 435 40 22 1,541 400 1,941

要介護１ 444 40 22 1,568 400 1,968 ※１

要介護２ 459 40 22 1,615 400 2,015 ＋
要介護３ 476 40 22 1,668 400 2,068

要介護４ 492 40 22 1,717 400 2,117

要介護５ 509 40 22 1,770 400 2,170 ※２

※1　介護職員処遇改善加算Ⅰ（10．4％）・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（3.1％）

・・・当月利用単位数×0.104(加算率10.4％)×10.33（1単位の単価）の3割の金額

・・・当月利用単位数×0.031(加算率3.1％)×10.33（1単位の単価）の3割の金額

※２　介護職員等ベースアップ等支援加算（2.3％）

・・・当月利用単位数×0.023(加算率2.3％)×10.33（1単位の単価）の3割の金額

合計（円）
①介護職員処

遇改善加算Ⅰ

②介護職員等

特定処遇改善

加算Ⅰ

③介護職員等

ベースアップ

等支援加算

認知症対応型通所

介護費Ⅱ(単位)

加算（単位） 介護費用計

（円）

食事費

（円）

 

☆送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行なう場合等の事業所が送迎を実施

していない場合)は基本単位数が 47単位(片道)／日さがります(往復の場合 94単位)。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いい

ただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され

ます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払

いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証

明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更しま

す。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

①  介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスの利用 

介護保険給付の支給限度を超えてサービス利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約

者の負担となります。 

② 食事の提供に要する費用（食材費及び調理費） 

料金：１回あたり４００円（昼食） 

管理栄養士に定期的に相談し栄養ならびに、契約者の身体の状況・嗜好を考慮した食事を提供しま

す。 

（食事時間） １２：００～１２：３０ 
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③ レクリエーション 

どの活動も基本的に料金はかかりませんが、活動内容により材料代等の実費をいただく場合が 

ございます。 

④ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担いただきます。 

コピー1枚につき   １０円 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当で

あるものにかかる費用を負担いただきます。 

・紙おむつ：１００円（１枚）・尿とりパッド：小３０円（１枚）・尿とりパット：大６０円（1 枚）・

紙パンツ：１００円（１枚） 

・歯ブラシ：５０円（１本）  

・写真：３０円（1枚） 

 

☆経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由についてご説明致します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、月末締めで、翌月２７日までにお支払い願います。 

お支払い方法は、下記のいずれかをお選び下さい。 

①  口座振替 

②  施設指定口座への振込による支払 

振込先銀行口座・名義  仙台銀行  松陵支店 普通口座 ２３９４９６１ 

                口座名   社会福祉法人仙台白百合会 

                グループホームさちの家  所長 土井 威 

 ③ 窓口で現金にて支払い（９：００～１７：００の時間内でお願いいたします） 

（４）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新

たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業

者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサ

ービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 
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６．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情解決責任者   

［職氏名］         所 長            土井 威 

 

○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職氏名］       生活支援主任        中川 真美 

 

    第三者委員  千 葉  訓 偉     ＴＥＬ ０２２－２２０－０１６６                          

    第三者委員  土 井  敬 子     ＴＥＬ ０２２－３７２－３０２９ 

            

    ○受付時間   毎週月曜日～日曜日    ８：３０～１７：３０ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

仙台市泉区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地  仙台市泉区泉中央２丁目１－１ 

電話番号 ０２２－３７２－３１１１ 

仙台市青葉区役所 

   介護保険課介護保険係 

所在地  仙台市青葉区上杉１丁目５－１ 

電話番号 ０２２－２２５－７２１１ 

仙台市宮城野区役所 

   介護保険課介護保険係 

所在地  仙台市宮城野区五輪２丁目１２－３５ 

電話番号 ０２２－２９１－２１１１ 

仙台市保険高齢部 

介護事業支援課 

所在地  仙台市青葉区国分町３丁目７－１ 

電話番号 ０２２－２１４－８１９２ 

 

宮城県仙台保健福祉事務所 所在地  仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７県仙台合同庁舎 

電話番号 ０２２－２７５－９１３５ 

宮城県消費生活センター 

 

所在地  仙台市青葉区錦町１丁目１－２０電話番号 ０２２

－２６１－５１６１ 

宮城県国民健康保険団体連合会 

         苦情相談窓口 

所在地  仙台市青葉区上杉１丁目２－３ 

電話番号 ０２２－２２２－７７００ 

運営適正化委員会 

 

所在地  仙台市青葉区本町三丁目７－４宮城県社会福祉会館 4 階 

電話番号 ０２２－７１６－９６７６ 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

 

契約締結からサービス提供までの流れ  

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画（ケ

アプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に定めます。

契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第 3条参照） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供の

流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 

 

②その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその家族  

等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

 

③通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場  

合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要  

があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及  

びその家族等と協議して、通所介護計画を変更いたします。  

④通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  

①  当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）等に通所介護計画の

原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
きます。（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、ご契
約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
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① 要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援、要介護と認定された場合 自立と認定された場合

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービス提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。（償
還払い）

○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用
料金は全額自己負担となります。

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきま
す。必要に応じて、居宅介護支援事業者の紹介等必要な
支援を行います。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、
ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自
己負担額）をお支払いいただきます。


